
�愛媛県告示第１１８７号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３

項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した

。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１１８８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宇和町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

上記の処分は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の規

定による換地処分の公告があった日の翌日から効力を生ずる

。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１８９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

ヰゲタ自動車工業株式
会社
瀬 川 力

新居浜市北新町９番３号 平成１５年
５月１４日

字の名称
左記の区域に編入する区域

摘 要
字 名 地 番

大字岩木 大字
西山田

６の１、７の１から７の４まで、８の
１、９から１２まで、１３の１、１３の２、
１４、１５の１、１５の２、１６から２６まで、
２７の１、２８の１、２９から３５まで、３６の
１から３６の３まで、３７、３８の１、３８の
２、３９、４１の１、４２の１、４２の２、４３
の１、４４の１、４５の１、４５の２、４６の
１、４６の２、４７の１、４８の１、４９の１
、５０の１、５１の１及び５２の１

これに伴
う道路、
水路等を
含む。

大字山田 ６７の１

大字小原 ８２１の１、８２２の１、８２３の１、８２４の１
、８３５から８４４まで、８４５の１、８４５の２
、８４６の１、８４７、８４７の４及び８４８から
８５０まで

大字郷内 ４９、５２及び５３

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 外 科 愛媛県立南宇和病
院 中 川 博 道 南宇和郡城辺町甲２４３３－１ 平成

１５年５月１日

心 臓 機 能 障 害 内 科 〃 野 本 良 一 〃 〃

視 覚 障 害 眼 科 愛媛県立新居浜病
院 宍 田 克 己 新居浜市本郷３丁目１番１号 〃

肢 体 不 自 由 脳神経外科 医療法人綮愛会
石 川 病 院 浅 野 登 川之江市上分町７３２番地１ 〃

毎週（火・金）曜日発行 第１４５９号 平成１５年５月２３日
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〃 〃 〃 片 岡 芳 規 〃 〃

肢体不自由・音声又は言語機
能障害

リハビリテー
ション科 伊 予 病 院 鴻 上 繁 伊予市八倉９０６番地５ 〃

腎臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 財団法人積善会

附属十全総合病院 市 川 孝 治 新居浜市北新町１番５号 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 〃 藤 井 裕 子 〃 〃

肢体不自由・音声又は言語機
能障害 脳神経外科 〃 後 出 一 郎 〃 〃

小腸・ぼうこう又は直腸機能
障害 外 科 〃 太 田 和 美 〃 〃

視 覚 障 害 眼 科 公 立 周 桑 病 院 成 岡 純 二 東予市壬生川１３１番地 〃

肢 体 不 自 由 神 経 内 科 〃 垣 内 悟 動 〃 〃

肢体不自由・心臓・腎臓・呼
吸器機能障害 内 科 〃 松 木 克 之 〃 〃

視 覚 障 害 眼 科 公立学校共済組合
四国中央病院 岩 田 明 子 川之江市川之江町２２３３番地 〃

小腸・ぼうこう又は直腸機能
障害 外 科 〃 尾 形 頼 彦 〃 〃

心臓・腎臓・呼吸器機能障害 内 科 町立吉田総合病院 岡 本 傳 男 北宇和郡吉田町大字北小路甲２１７番地 〃

腎臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 愛媛県立北宇和病

院 角 田 匠 房 北宇和郡広見町大字近永４５５番地 〃

肢体不自由・心臓・呼吸器機
能障害 内 科 〃 北 條 宣 政 〃 〃

肢体不自由・呼吸器・小腸機
能障害 〃 〃 藤 澤 友 樹 〃 〃

心臓・じん臓・呼吸器・小腸
機能障害 〃 〃 佐 藤 政 晃 〃 〃

小腸・ぼうこう又は直腸機能
障害 外 科 〃 坂 東 康 生 〃 〃

腎臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 愛媛大学医学部附

属病院 池 田 哲 大 温泉郡重信町大字志津川 〃

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 〃 今 川 弘 〃 〃

呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害 外 科 〃 宮 内 勝 敏 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 〃 山 内 隆 〃 〃

〃 脳神経外科 〃 福 本 真 也 〃 〃

視 覚 障 害 眼 科 市 立 大 洲 病 院 西 谷 元 宏 大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０番地 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸機能障害 内 科 医療法人誠志会

砥 部 病 院 堀 内 修 三 伊予郡砥部町麻生４０番地１ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛 媛 労 災 病 院 越 智 康 博 新居浜市南小松原町１３番２７号 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 〃 高 橋 規 文 〃 〃

〃 〃 〃 佐 竹 真 明 〃 〃

〃 〃 〃 中 井 一 彰 〃 〃

〃 〃 〃 西 川 潤 〃 〃

愛 媛 県 報平成１５年５月２３日 第１４５９号
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�愛媛県告示第１１９１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１９２号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃 〃 西 岡 幹 夫 〃 〃

肢体不自由・じん臓・呼吸器
機能障害 〃 山本クリニック 山 本 浩 之 伊予郡砥部町宮内９４６ 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

外 科 町 立 野 村 病 院 甲 谷 孝 史 東宇和郡野村町大字野村９号５３番地 〃

肢体不自由・心臓・呼吸器機
能障害 内 科

医療法人青峰会
真網代くじらリハ
ビリテーション病
院

宮 部 釀 治 八幡浜市真網代甲２９９番地５ 〃

肢 体 不 自 由 外 科 医療法人広仁会
広 瀬 病 院 清 水 久 和 八幡浜市１２８０番地の９ 〃

じ ん 臓 機 能 障 害 泌 尿 器 科 〃 前 田 明 信 〃 〃

免疫・ぼうこう又は直腸機能
障害 産 婦 人 科 愛媛県立伊予三島

病院 山 中 研 二 伊予三島市中之庄町１６８４番地２ 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

宮 下 哲 一 新 居 浜 協 立 病 院 新居浜市若水町１丁目７
－４５

宇和島市国民健康保険日
振島診療所 宇和島市日振島１７２９番地 平成１４年

１２月２日

吉 山 広 嗣 今治市医師会市民病院 今治市別宮町７丁目１－
４０ 愛媛県立北宇和病院 北宇和郡広見町大字近永

４５５
平成１５年
４月１日

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

岡 井 薬 局 伊予市灘町３０１番
地２

平成１５年
５月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 脳神経外科 愛媛大学医学部附
属病院 酒 向 正 春 温泉郡重信町大字志津川 平成

１５年４月１日

肢体不自由・心臓・呼吸器・
ぼうこう又は直腸機能障害 外 科 〃 中 野 昇 〃 〃

じん臓・ぼうこう又は直腸機
能障害 泌 尿 器 科 〃 久 保 信 二 〃 〃

心 臓 ・ じ ん 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 住 友 別 子 病 院 中 原 一 憲 新居浜市王子町３－１ 平成
１５年３月３１日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・ぼうこう又は直腸機
能障害

内 科 愛 媛 労 災 病 院 柳 垣 孝 行 新居浜市南小松原町１３－２７ 平成
１５年４月１４日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 〃 〃 田 部 勝 也 〃 〃

〃 〃 〃 日 高 勲 〃 〃

〃 〃 〃 中 尾 文 昭 〃 〃
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�愛媛県告示第１１９３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに伊予三島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに伊予三島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

	 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見


 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１９４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定

による届出とみなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用

する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

〃 〃 〃 大 庭 雄 三 〃 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 〃 松 本 慶 政 〃 〃

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

三島ショッパーズ 伊予三島市具定町字
倉ノ内５００番地３

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１２時

平成１５年
５月１５日

平成１５年
５月１２日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４０分から
午後９時３０分まで

午前８時４０分から
午前０時３０分まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

東予ショッパーズ 東予市三津屋南７番
地１４

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前９時３０分
閉店時刻
午後９時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１２時

平成１５年
５月１５日

平成１５年
５月１２日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時１０分から
午後９時３０分まで

午前８時４０分から
午前０時３０分まで

��������������
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�������
�愛媛県告示第１１９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、新居浜市阿島土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

	 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見


 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１９５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

	 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見


 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１９６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第７項の規定による届出があったので、同条第

８項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第８条第８項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ北斎院 松山市北斎院町６９８
番１

大規模小売店舗において小
売業を行う者の名称 株式会社フジ

株式会社フジ、有
限会社コットンハ
ウス、株式会社フ
ォトクリエイト、
井上幸子、徳永努

平成１５年
４月１７日

平成１５年
５月６日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 届 出
年 月 日

マルナカ大正店 今治市大正町一丁目２番３
号 駐車場の収容台数 ８４台 ７６台 平成１５年

５月１２日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 白 石 正 直 新居浜市阿島１２８

〃 真 鍋 麻 直 新居浜市阿島７３０－４

〃 前 田 親 善 新居浜市阿島１０１５－６

��������������
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退 任

�������
�愛媛県告示第１１９８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、川内町保和土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、大久保山土地改良区から次のとおり役員が就任し、

及び退任した旨の届出があった。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１２００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用

する同法第１８条第１６項の規定により、重信川菖蒲堰土地改良

区連合から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届出

があった。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

〃 井 下 正 光 新居浜市阿島９８２

〃 白 石 章 敏 新居浜市阿島１５７－７

〃 矢 葺 弓 助 新居浜市阿島２０７

〃 前 田 和 男 新居浜市阿島１２

〃 真 鍋 松 男 新居浜市阿島３６６

監 事 井 下 和 夫 新居浜市阿島９１８

〃 真 鍋 清 孝 新居浜市阿島１３６

〃 近 藤 豊 新居浜市阿島６５１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 前 田 親 善 新居浜市阿島１０１５－６

〃 白 石 正 直 新居浜市阿島１２８

〃 真 鍋 麻 直 新居浜市阿島７３０－４

〃 井 下 正 光 新居浜市阿島９８２

〃 前 田 友 好 新居浜市阿島５９－５

〃 白 石 章 敏 新居浜市阿島１５７－７

〃 佐々木 輝 幸 新居浜市阿島甲５１６

〃 真 鍋 良 夫 新居浜市阿島甲５２７－１

監 事 真 鍋 隆 興 新居浜市阿島６２９－３

〃 井 下 和 夫 新居浜市阿島９１８

〃 矢 葺 弓 助 新居浜市阿島２０７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 黒 河 勝 温泉郡川内町大字則之内乙２０８３番地

〃 渡 部 一 敏 温泉郡川内町大字則之内乙１５２６番地
２

〃 八 木 清 一 温泉郡川内町大字則之内乙２２６３番地

〃 白 戸 利 彦 温泉郡川内町大字則之内乙２６０７番地

〃 管 久 雄 温泉郡川内町大字則之内乙２４９０番地

〃 白 戸 宏 温泉郡川内町大字則之内乙１７１０番地

〃 八 鶴 通 一 温泉郡川内町大字則之内乙１５６５番地
１

〃 田 井 秀 一 温泉郡川内町大字則之内乙１３０５番地

監 事 白 戸 宏 一 温泉郡川内町大字則之内乙２６０３番地

〃 白 戸 等 温泉郡川内町大字則之内乙１６２５番地
３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 黒 河 勝 温泉郡川内町大字則之内乙２０８３番地

〃 渡 部 一 敏 温泉郡川内町大字則之内乙１５２６番地
２

〃 八 木 清 一 温泉郡川内町大字則之内乙２２６３番地

〃 白 戸 隆 温泉郡川内町大字則之内乙１５７０番地

〃 白 戸 利 彦 温泉郡川内町大字則之内乙２６０７番地

〃 田 井 聡 温泉郡川内町大字則之内乙１３７０番地

〃 池 川 秀 敏 温泉郡川内町大字則之内乙２５７５番地
２

〃 和 田 伸 久 温泉郡川内町大字則之内乙２０１３番地

監 事 八 木 隆 義 温泉郡川内町大字則之内乙２４７８番地

〃 白 戸 寧 温泉郡川内町大字則之内乙１５７２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 塚 岡 啓 三 南宇和郡城辺町緑乙２１８７

〃 船 平 増 夫 南宇和郡御荘町平城３３３４

〃 菊 地 信 武 南宇和郡一本松町増田５３８５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 桑 原 福 一 南宇和郡御荘町平城３５２０

〃 中 沢 良 夫 南宇和郡一本松町増田２５５０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 隆 夫 温泉郡重信町大字樋口８３３番地

〃 大 西 喜 良 温泉郡重信町大字西岡４５４番地

〃 大 西 時 男 温泉郡重信町大字樋口１１２６番地２

〃 山 内 偉 雄 温泉郡重信町大字西岡１３６８番地

〃 渡 部 正 信 温泉郡重信町大字志津川１２９８番地２

〃 渡 部 健 介 温泉郡川内町大字北方１７５３番地

〃 佐 伯 優 温泉郡川内町大字北方２７０６番地

〃 寺 阪 亀 義 温泉郡川内町大字北方２４５１番地１

〃 松 川 茂 温泉郡川内町大字北方３０３５番地７

〃 北 下 長 義 温泉郡川内町大字北方１２５３番地１

監 事 高須賀 英 隆 温泉郡川内町大字北方８９０番地

〃 佐 伯 清 美 温泉郡重信町大字志津川６４５番地

愛 媛 県 報平成１５年５月２３日 第１４５９号

６１２



退 任

�������
�愛媛県告示第１２０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、道前平野土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、船木泉川（池田池）土地改良区の定款の変更を認可

した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、道後平野土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、松山市馬木町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、松山市畑寺土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、松山市保免土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、松山市伊台土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、松山市久米地区土地改良区の定款の変更を認可した

。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２０９号
平成１５年５月１４日県営ほ場整備事業（担い手育成型）宇和

地区岩木工区の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項におい

て準用する同法第５４条第４項の規定により公告する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、松山市津吉町及び温泉郡重信町上村地域に係る

県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項の規定に

おいて準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり

土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・寄合地区）変更

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１５年５月２６日から６月２０日まで

３ 縦覧場所

松山市役所及び重信町役場

�������
�愛媛県告示第１２１１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、温泉郡中島町地域に係る県営土地改良事業計画

を変更したので、同条第６項の規定において準用する同法第

８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画

書の写しを縦覧に供する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・泉ノ奥池地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 健 介 温泉郡川内町大字北方１７５３番地

〃 佐 伯 優 温泉郡川内町大字北方２７０６番地

〃 寺 阪 亀 義 温泉郡川内町大字北方２４５１番地１

〃 松 川 茂 温泉郡川内町大字北方３０３５番地７

〃 北 下 長 義 温泉郡川内町大字北方１２５３番地１

〃 佐 伯 清 美 温泉郡重信町大字志津川６４５番地

〃 和 田 隆 夫 温泉郡重信町大字樋口８３３番地

〃 大 西 時 男 温泉郡重信町大字樋口１１２６番地２

〃 山 内 偉 雄 温泉郡重信町大字西岡１３６８番地

〃 高須賀 四 郎 温泉郡重信町大字志津川８１３番地２

監 事 高須賀 英 隆 温泉郡川内町大字北方８９０番地

〃 大 西 喜 良 温泉郡重信町大字西岡４５４番地
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平成１５年５月２６日から６月２０日まで

３ 縦覧場所

中島町役場

�������
�愛媛県告示第１２１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、小田町から協議のあった土地改良事業（団体営

農道整備事業・寺村地区）の計画の変更に平成１５年５月１３日

同意した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１２１３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１	 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字河之内字池田甲３９４６から甲３９４８まで

、字土居甲３９４９、甲３９５１から甲３９５３まで、甲３９５４の１か

ら甲３９５４の３まで、甲３９５５の１、甲３９５５の２、乙１８０４、

字ユミヲレ乙１７７６、乙１７８０、乙１７８２、乙１７８５、乙１７９３、

乙１７９６、乙１７９９、乙１８０１、乙１８０２、乙１８０５、乙１８０６の３

、乙１８０８、乙１８０９、字弓折乙１７７８の１から乙１７７８の３ま

で、乙１７７９、乙１７９８の１、乙１７９８の３から乙１７９８の７ま

で、乙１７９８の１９、乙１７９８の２１、乙１７９８の２２、乙１７９８の２５

、乙１７９８の２６、乙１７９８の２９、乙１７９８の３０、乙１８００の１か

ら乙１８００の３まで、乙１８０３


 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字土居甲３９５５の１（次の図に示す部分に限る。）

、甲３９５５の２、字ユミヲレ乙１７８２・乙１７９９・乙１８０９

（以上３筆について次の図に示す部分に限る。）、

乙１８０１、乙１８０２、字弓折乙１７７８の１・乙１８００の１（

以上２筆について次の図に示す部分に限る。）、乙

１７７８の３、乙１８００の３

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２	 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字河之内字坂ノ上甲３５６２、字中問屋甲

３６４２の１、甲３６４３、甲３６４６、甲３６５０から甲３６５２まで、甲

３６６３、甲３６６９の１、字ナゝ森乙１７３１の４、乙１７３１の２０、

乙１７３６の１、乙１７４４の７、乙１７４５の１、乙１７４５の２、乙

１７４５の４、乙１７４５の５、乙１７４５の７、乙１７４７、乙１７５９の

１、乙１７６２、字七森乙１７３４、乙１７３８、乙１７４８から乙１７５０

まで、乙１７５５、乙１７６１、字弓折乙１７９８の２、乙１７９８の２８


 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字七森乙１７４９・字中問屋甲３６５１（以上２筆につい

て次の図に示す部分に限る。）、甲３６５２、甲３６６３、

甲３６６９の１

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３	 保安林予定森林の所在場所

東宇和郡城川町大字窪野５０３８の１、５０４７、５０５３の１、

５０５４の２、５０５６、５０５９の１、５０５９の２、５０６０の１、５０６４


 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字窪野５０５６・５０５９の１（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁及び関係町役場に備え置いて縦覧に供

する。）

�������
�愛媛県告示第１２１４号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項

の規定により、一定の水域を次のように定める。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

小割り式１年魚はまち養殖業、小割り式２年魚はまち養殖

業、小割り式３年魚はまち養殖業、小割り式１年魚たい養殖

業、小割り式２年魚たい養殖業、小割り式３年魚たい養殖業

、小割り式ふぐ養殖業、小割り式１年魚かんぱち養殖業、小

割り式２年魚かんぱち養殖業、小割り式３年魚かんぱち養殖

業、小割り式ひらめ養殖業、小割り式１年魚すずき養殖業、
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小割り式２年魚すずき養殖業、小割り式２年魚ひらまさ養殖

業、小割り式３年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業

、小割り式１年魚しまあじ養殖業又は小割り式２年魚しまあ

じ養殖業

�愛媛県告示第１２１５号
加入区の設定（養殖共済）（平成１３年７月愛媛県告示第１２

９１号）の一部を次のように改正する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２の表宇和海第２００加入区の項区分の欄を次のように改め

る。

�愛媛県告示第１２１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２１８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

加入区の名称 区 域

宇和海第２０３加入区 宇特区第３７４号漁業権漁場の区域のうち、
点アから点エまでを順次結んだ線並びに点エ
及び点アを結んだ線により囲まれた区域
基点及び点アから点エまでの表示（角度の

表示は、真北）
基点は、宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産

びょう

試験場前の護岸の東端角に設置された金属鋲
点アは、基点から３１０度５５分４３秒１，５８１メ

ートルの地点
点イは、基点から３０９度４３分４５秒１，８３５メ

ートルの地点
点ウは、基点から３３１度４３分３１秒２，０８９メ

ートルの地点
点エは、基点から３３５度３４分５４秒１，８７０メ

ートルの地点

宇特区第３７４号漁業権漁場の区域のうち、点アから点エまでを順
次結んだ線並びに点エ及び点アを結んだ線により囲まれた区域
基点及び点アから点エまでの表示（角度の表示は、真北）
基点は、宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産試験場前の護岸の東端

びょう

角に設置された金属鋲
点アは、基点から３１４度００分４４秒１，１６９メートルの地点
点イは、基点から３１０度５５分４３秒１，５８１メートルの地点
点ウは、基点から３３５度３４分５４秒１，８７０メートルの地点
点エは、基点から３４４度１１分０４秒１，５３７メートルの地点

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 双岩停車場和泉線
八幡浜市谷５番耕地３２１番３から

同市谷５番耕地３３７番３まで

旧 ６．０～１４．０ ０．０８８

新 １４．０～１８．０ ０．０８８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 双岩停車場和泉線
八幡浜市谷５番耕地３２１番３から

同市谷５番耕地３３７番３まで
平成１５年５月２３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５今局建（開）第１号

平成１５年５月１日

越智郡波方町大字波方字郷乙４０９番３、乙４０９番４８、乙４０９番４９、乙４
０９番６５、乙４０９番６７、乙４０９番６９、乙４０９番７０、乙４０９番７２、乙４０９番７
４、乙４０９番７９、乙４０９番８０、乙４０９番８１、乙４０９番８２、乙４０９番８３、乙
４０９番８４、乙４０９番８５、乙４０９番８６、乙４０９番８７、乙４０９番８８、乙４０９番
８９、乙４０９番９０、乙４０９番９１、乙４０９番９２、乙４０９番９３、乙４０９番９４、
乙４０９番９５、乙４０９番９６、乙４０９番９７、乙４０９番９８、乙４０９番９９、乙４０９

越智郡波方町大字波方字郷甲１２７６番地
１
株式会社 矢野開発
代表取締役 矢 野 直 幸
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�愛媛県告示第１２１９号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１５年５月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

大洲市徳森字野久保１７４８番１、１７５０番２、１７５０番５、１７

５０番１１及び１７５１番３

２ 申請人の住所氏名

松山市三番町七丁目５番地１

マルヤ不動産株式会社

代表取締役 山本 清春

３ 図面省略

�愛媛県公安委員会規則第１０号
苦情の申出の手続に関する規則施行細則の一部を改正する

規則を次のように定める。

平成１５年５月２３日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

苦情の申出の手続に関する規則施行細則の一部を改正

する規則

苦情の申出の手続に関する規則施行細則（平成１３年愛媛県

公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

第２条中「、公安委員会に直接提出するほか」を削る。

第３条中「郵送」を「郵便若しくは民間事業者による信書

の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に

規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特

定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による送

付」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１５年５月１３日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１５年５月２３日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

一級河川渡川水系広見川改修工事（愛媛県北宇和郡松野町大字松丸地内から同県同郡同町大字延野々地内まで）

３ 収用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

番１００、乙４０９番１０１、乙４０９番１０２、乙４０９番１０３、乙４０９番１０４、乙４０９
番１０５、乙４０９番１０６、乙４０９番１０７、乙４０９番１０８、乙４０９番１０９及び乙４
０９番１１０

１５西局丹土（開）第２号

平成１５年５月６日
東予市今在家１２１６－１、１２１８－１及び１２６１

今治市喜田村四丁目６番１０号
北村加工株式会社
代表取締役 北 岡 康 典

１５松局伊土検（開）第６号

平成１５年５月６日
伊予市上吾川字市ノ坪甲１０４８番１

伊予市八倉１２０番地１
愛媛井関販売株式会社
代表取締役 森 正 志

１５西局建（開）第４号

平成１５年５月８日
西条市氷見字末長乙１３７７番の１

西条市飯岡２５６５番地の６
伊 藤 律 克

１５西局建（開）第５号

平成１５年５月１２日
西条市下島山字菅谷甲１９８番５及び甲１９８番６

西条市朔日市７９９番地１
クラレ第４ブロック１７０号
今 井 彰

１５西局建（開）第６号

平成１５年５月１２日
西条市下島山字菅谷甲１９８番４

今治市波止浜１５１番地３
吉海運送有限会社
代表取締役 矢 野 豊 市

公安委員会規則

雑 報

愛 媛 県 報平成１５年５月２３日 第１４５９号

６１６



（別記）

住所不明 （ただし、土地登記簿上の住所 愛媛県北宇和

郡松野町大字延野々１番戸） 中 山 忠 吾

住所不明 平 岡 長 治

住所不明 山 本 仁太郎

住所不明 行 定 栄

住所不明 桝 森 仙太郎

住所不明 先 来 安太郎

住所不明 田 岡 林三郎

住所不明 竹 森 弥三治

住所不明 行 川 長 吾

住所不明 竹 内 大 藏

住所不明 竹 内 庄 八

住所不明 越 知 石太郎

住所不明 � 橋 谷五郎

住所不明 宇 治 由太郎

住所不明 花 森 米治郎

住所不明 力 石 遠 治

住所不明 赤 松 仁 吉

住所不明 竹 内 安太郎

住所不明 竹 内 與太郎

住所不明 竹 内 竹治郎

住所不明 竹 内 金太郎

住所不明 桝 田 萬 治

住所不明 金 谷 夘三郎

住所不明 竹 内 浅治郎

住所不明 井 上 直治郎

住所不明 岡 村 民 八

住所不明 松 森 與太郎

住所不明 毛 利 市太郎

住所不明 有 馬 利三郎

住所不明 松 見 仙太郎

住所不明 松 見 定次郎

住所不明 竹 内 関太郎

住所不明 竹 内 兼次郎

住所不明 森 田 多四郎

住所不明 竹 内 熊五郎

住所不明 小 西 吉太郎

住所不明 金 谷 竹次郎

住所不明 金 谷 房 吉

住所不明 赤 松 重太郎

住所不明 市 森 紋太郎

住所不明 岡 村 長太郎

住所不明 毛 利 市 造

住所不明 森 田 市太郎

住所不明 古 沢 留次郎

住所不明 桝 田 友次郎

住所不明 渡 邉 作太郎

住所不明 渡 邉 信太郎

住所不明 金 谷 庄太郎

住所不明 酒 井 元 吉

住所不明 酒 井 兼 松

住所不明 三 川 久太郎

住所不明 田 村 金 吾

住所不明 酒 井 寅 松

住所不明 鶴 本 熊 治

住所不明 石 川 忠三郎

住所不明 大 田 治 吉

住所不明 大 田 源太郎

住所不明 酒 井 亀 吉

住所不明 毛 利 百太郎

住所不明 有 馬 安太郎

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の

権 利 の 表 示
関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

収用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県北宇
和郡松野町
大字延野々

１６５４番 原野 原野 １０７１０７．３５ １０７．３５
土地所有者不明
ただし、土地登記簿名義人 中山忠吾外５９名

（別記のとおり）
─── ── ────
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